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表紙

　上記事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求
をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
　なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主の皆様
に電子提供措置事項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたし
ます。

　株主の皆さまへ
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業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項
　当社グループは、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会決議を行っており
ます。その概要は次のとおりであります。

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 当社グループは「コンプライアンス規程」を策定し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
② 法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
③ 法令・定款違反等の行為が発見された場合には「コンプライアンス規程」に従って、取締役会に報告のうえ、外部専門家

と協力しながら対応に努める。
④ 役職員の法令・定款違反等の行為については「就業規則」に基づき適正に処分を行う。
⑤ 代表取締役社長により任命された内部監査担当者は、役職員の職務執行状況についてコンプライアンスの観点から内部監

査を実施する。
⑥ 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関連法令に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を

行う。
⑦ 反社会的勢力を断固として排除・遮断することとし、反社会的勢力による不当要求がなされた場合には、警察等の外部専

門機関と緊密に連携を持ちながら対応していく。

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 役職員の職務執行に係る情報については「文書管理規程」及び「情報管理規程」に従って、適切に作成、保存または廃棄

される。
② 保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて社内規程に規定された期間とする。
③ 取締役及び監査役は、いつでも保存された文書・情報を閲覧し得るものとする。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 「リスク管理規程」を制定し、想定されるリスクに応じた有事に備えるとともに、有事が発生した場合には、当該規程に

従い迅速かつ適切に対応する。
② 取締役会は、必要に応じて、リスク管理体制について見直しを行う。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 「職務権限規程」を定め、重要性に応じた意思決定を行うことで、意思決定の迅速化を図る。

② 職務執行に関する権限及び責任については、「職務権限規程」、「業務分掌規程」その他の社内規程において明文化し、
業務を効率的に遂行する。

③ 業務運営状況について、内部監査担当者による内部監査を実施し、その状況を把握し改善を図る。
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(5)当該株式会社並びにその親会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　親会社及び親会社グループと取引を行う場合は、当該取引の合理性（事業上の必要性）、取引条件の妥当性等を慎重に検討し
たうえで取引を行う等、取引の適正性を確保する体制を構築する。

(6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用
人の取締役からの独立性に関する事項
① 監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な人員数及び求められる資質について、監査役と

協議のうえ、適任と認められる人員を配置する。
② 補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。
③ 補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲戒等については、監査役の意見を尊重する。

(7)監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
① 会社は、補助使用人が監査役に同行して、社内の重要会議に出席する機会を確保する。
② 会社は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう、監査環境を整備する。

(8)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制
① 取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項について速やかに監査役

に報告する。
② 当社グループは「内部通報規程」の定めるところにより、法令、定款、または社内規程に違反する重大な事実、その他コ

ンプライアンス上の重大な問題に係る通報について、監査役への適切な報告体制を確保する。

(9)報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
① 監査役は、取締役または使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。
② 監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。

(10)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
または債務の処理に係る方針に関する事項

　当社グループは、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請
求したときは、その費用等が監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(11)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 会社は、監査役が社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意見を述べることができるよう、取締役会及び社内の重要会議

に出席する機会を確保する。
② 取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役等との意見交換等、監査役の活動が円滑

に行われるよう、監査環境の整備に協力する。
③ 監査役は、監査の実施に当たり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士等に対して、監査業務に関する助言を求める

ことができる。
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④ 監査役、会計監査人及び内部監査担当者は、監査計画や監査結果等に係る情報の共有、意見交換の場を持ち、それぞれの
監査の有効性及び効率性の向上並びに相互補完を図る。

上記、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
ⅰ）職務執行の適正性及び効率性の向上
　当事業年度は定例を含め18回の取締役会を開催し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の決定並びに各取締役の業務執
行状況の監督を行いました。
ⅱ）監査役の監査が実効的に行われることの確保
　当事業年度は定例を含め14回の監査役会を開催し、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締
役会などの重要な会議へ出席し、代表取締役、会計監査人及び内部監査担当者との間で定期的に情報交換等を行うことで取
締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
ⅲ）コンプライアンス体制について
　内部通報窓口を管理本部長、常勤監査役及び顧問弁護士に設置しております。当事業年度において内部通報の実績はあり
ませんでした。内部通報を受けた場合には「内部通報規程」に基づき、通報者に不利益を与えないことを確保して調査など
を実施し、早期解決、是正措置及び再発防止を図っております。
ⅳ）当社グループにおける業務の適正性の確保
　内部監査担当者は、内部監査計画に基づき、当社グループの内部監査を実施いたしました。
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連結株主資本等変動計算書（2023年10月１日から2024年９月30日まで） (単位：千円)

株主資本 新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首
残高 473,824 453,824 580,642 △212 1,508,078 3,613 19,466 1,531,158
当連結会計年度
変動額
新株の発行 3,005 3,005 6,010 6,010
親会社株主に帰属する当期純
利益 57,205 57,205 57,205

自己株式の取得 △59 △59 △59
株主資本以外の項目の
当連結会計年度変動額
（純額）

7,295 2,692 9,988

当連結会計年度変動額
合計 3,005 3,005 57,205 △59 63,156 7,295 2,692 73,144
当連結会計年度末
残高 476,829 456,829 637,847 △272 1,571,234 10,908 22,159 1,604,302
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

 連結子会社の状況
・連結子会社の数 １社
・主要な連結子会社の名称 クレジットスコア株式会社

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、建物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物　　　　　　　　２年〜15年
工具、器具及び備品　４年〜８年

ロ．無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

② 重要な引当金の計上基準
イ．貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。

ロ．賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上
しております。

③ 重要な収益及び費用の計上基準
イ．マーケティング支援サービス

　IM-DMPを活用したユーザーフィルタリングを通して費用対効果の高いマーケティング活動を支援するサービスを行って
おり、顧客との契約に基づきIM-DMPを利用した広告配信の提供により履行義務が充足されるため、配信期間にわたって収
益を認識しております。

ロ．Perfomance DMP
　IM-DMPを活用し、高パフォーマンスのユーザーを分析することで費用対効果の高い広告配信を行うサービスを行ってお
り、広告主の成果（購買や契約成立等）として認められた広告配信の提供により履行義務が充足されるため、配信期間にわ
たって収益を認識しております。

ハ．データマネジメント・アナリティクスサービス
　IM-DMPのデータを企業に提供しており、顧客へのデータ提供により履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識
しております。また、企業の保有ツールとIM-DMPを連携することで、企業が持つ1st PartyData精度の向上及び分析を行
うサービスを行っており、契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間にわたって収益を認識しております。
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株式の種類 当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

普通株式 3,289,350 26,900 － 3,316,250

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度
末株式数（株）

普通株式 1,574 3,247 － 4,821

普通株式 62,300株

ニ．Select DMP
　BtoB企業向けにWEB閲覧履歴から、自社商材に関心を持っている可能性が高い見込み顧客企業を抽出し、リスト化する
サービスを行っており、契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間にわたって収益を認識しております。

２．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数に関する事項

（注）発行済株式の総数の増加は、新株予約権の行使により23,000株の新株式の発行、業績連動株式報酬として1,400株の新株式の発行、譲渡制限
付株式報酬として2,500株の新株式の発行を実施したことによる増加であります。

(2) 当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び総数に関する事項

（注）自己株式の総数の増加は、従業員の退職に伴う譲渡制限付株式の無償取得による自己株式の増加3,200株、単元未満株式の買取による自己株式
の増加47株であります。

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び
数に関する事項

３．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社グループは、運転資金及び設備投資資金に関しては、必要な資金を主に銀行等金融機関から借入により調達しておりま
す。また、デリバティブ取引については行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　当社グループにおきましては、与信管理規程を設け、与信管理体制の構築・運用を行っており、また、既存取引先との関係を
維持しつつ、新規取引先の獲得に注力していくことを継続的に行い、特定の取引先への集中度をより低減させていく方針であり
ます。
　営業債務である買掛金、未払法人税等は、すべてが１年以内の支払期日であります。また、支払期日に支払いを実行できなく
なる流動性リスクに晒されております。長期借入金は、長期運転資金及び設備資金に係る資金調達であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
ⅰ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理
　経理担当者が、取引先別に期日及び残高を管理するとともに、入金状況を各営業担当者に随時連絡しております。これにより
各取引先の財政状態等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
ⅱ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　経理担当者が、適時に資金繰り計画を作成・更新することにより、流動性リスクを管理しております。
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区分 連結貸借対照表計上額 時価 差額

長期借入金 100,000 97,172 △2,827

　負債計 100,000 97,172 △2,827

時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 97,172 － 97,172
負債計 － 97,172 － 97,172

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算出された価額が含まれております。
当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動すること
があります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
2024年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

（注）現金及び預金、売掛金、買掛金、未払法人税等については、現金であること、及び短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似しているこ
とから、記載を省略しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しておりま
す。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象とな
る資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係るインプット
を用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

①時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。

②時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。

－ 7 －
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連結注記表

（単位：千円）
当連結会計年度

（自　2023年10月１日
至　2024年９月30日）

マーケティング支援サービス 1,511,257
データマネジメント・アナリティクスサービス 373,420
Performance DMP 1,072,707
Select DMP 37,867

顧客との契約から生じる収益 2,995,252

その他の収益 －

外部顧客への売上高 2,995,252

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高） 380,714
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 390,998
契約資産（期首残高） 1,770
契約資産（期末残高） 9,187
契約負債（期首残高） 1,584
契約負債（期末残高） 2,409

４．収益認識に関する注記
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループは、DMP事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりでありま
す。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に
関する注記等（3）会計方針に関する事項　③重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在
する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
①契約資産及び契約負債の残高等
　顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債に関する情報は以下のとおりです。
連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は「売掛金」に含まれております。

（単位：千円）

　契約資産はマーケティング支援サービスについて期末日時点で履行義務を充足しているが未請求の財又はサービスに係る対価
に対する当社グループの権利に関するものであります。契約資産は対価に対する当社グループの権利が無条件になった時点で顧
客との契約から生じた債権に振り替えられます。当該財又はサービスに係る対価は、履行義務を充足してから、概ね２ヶ月以内
に受領しております。
　契約負債は契約に基づき顧客から受領した前受金で翌連結会計年度以降に充足する履行義務に対応するものであります。契約
負債は収益の認識に伴い取り崩されます。
　当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は1,584千円であります。

－ 8 －
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連結注記表

(1) 1株当たり純資産額 474円49銭
(2) 1株当たり当期純利益 17円29銭

②残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいて、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に
関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあ
りません。

５．1株当たり情報に関する注記

６．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

－ 9 －
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株主資本等変動計算書

株主資本等変動計算書（2023年10月１日から2024年９月30日まで） (単位：千円)

株主資本

新株
予約権

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 473,824 453,824 453,824 590,966 △212 1,518,402 3,613 1,522,015
当期変動額
新株の発行 3,005 3,005 3,005 6,010 6,010
当期純利益 54,402 54,402 54,402
自己株式の取得 △59 △59 △59
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

7,295 7,295

当期変動額合計 3,005 3,005 3,005 54,402 △59 60,353 7,295 67,649
当期末残高 476,829 456,829 456,829 645,369 △272 1,578,755 10,908 1,589,664
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 10 －
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個別注記表

個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。ただし、建物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物　　　　　　　　　　２～15年
工具、器具及び備品　　　４～８年

② 無形固定資産
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
なお、過去の貸倒実績及び回収不能と見込まれる債権残高がないため計上しておりません。

② 賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して
おります。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準
① マーケティング支援サービス

　IM-DMPを活用したユーザーフィルタリングを通して費用対効果の高いマーケティング活動を支援するサービスを行ってお
り、顧客との契約に基づきIM-DMPを利用した広告配信の提供により履行義務が充足されるため、配信期間にわたって収益を
認識しております。

② Perfomance DMP
　IM-DMPを活用し、高パフォーマンスのユーザーを分析することで費用対効果の高い広告配信を行うサービスを行ってお
り、広告主の成果（購買や契約成立等）として認められた広告配信の提供により履行義務が充足されるため、配信期間にわた
って収益を認識しております。

③ データマネジメント・アナリティクスサービス
　IM-DMPのデータを企業に提供しており、顧客へのデータ提供により履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識し
ております。また、企業の保有ツールとIM-DMPを連携することで、企業が持つ1st PartyData精度の向上及び分析を行うサ
ービスを行っており、契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間にわたって収益を認識しております。

④ Select DMP
　BtoB企業向けにWEB閲覧履歴から、自社商材に関心を持っている可能性が高い見込み顧客企業を抽出し、リスト化するサ
ービスを行っており、契約期間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間にわたって収益を認識しております。

－ 11 －
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個別注記表

短期金銭債権 528千円
短期金銭債務 1,039千円

営業取引による取引高 16,740千円
営業取引以外の取引高 360千円

株式の種類 当事業年度
期首株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度
末株式数（株）

普通株式 1,574 3,247 － 4,821

繰延税金資産
減価償却超過額 1,464千円
投資有価証券評価損 4,562
未払事業税 1,736
賞与引当金 7,725
資産除去債務 1,929
株式報酬費用 2,481
その他 2,095

繰延税金資産小計 21,994
評価性引当額 △6,491

繰延税金資産合計 15,503

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用 286

繰延税金負債合計 286
繰延税金資産の純額 15,216

２．貸借対照表に関する注記
　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

３．損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

４．株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

（注）自己株式の総数の増加は、従業員の退職に伴う譲渡制限付株式の無償取得による自己株式の増加3,200株、単元未満株式の買取による自己株式
の増加47株であります。

５．税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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個別注記表

種類 会社等の名称又は氏
名

議決権等の所有
（被所有）割合

（％）
関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（千円） 科目 期末残高
（千円）

役員 簗島　亮次 （被所有）
12.46

当社代表取締役
社長 新株予約権行使 1,955 － －

１株当たり純資産額 476円76銭
１株当たり当期純利益 16円45銭

６．関連当事者との取引に関する注記
役員

（注）2015年12月28日開催の株主総会決議に基づき付与された新株予約権の当事業年度における権利行使を記載しております。なお、新株予約権
の権利行使の取引金額は、当事業年度における権利行使による付与株式数に、行使時の１株当たりの払込金額を乗じた金額を記載しておりま
す。

７．収益認識に関する注記
　顧客との契約から⽣じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「４.収益認識に関する注記」に同一の内容を
記載しているので、注記を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記

９．重要な後発事象
該当事項はありません。
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